
構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称  

福井県 

 

２ 構造改革特別区域の名称  

ふくい幼稚園入園年齢緩和特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲  

福井市、敦賀市、武生市及び大野市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性  

福井県（３５市町村）には、２２市町村に１３１園の幼稚園（公立９９園、私立３

２園）があるが、当初から事業への参加を希望し、かつ、園児受入準備が整う２４園

（私立２４園）が存する４市を特区範囲とする。 

  将来的には、各公私立幼稚園設置者の意向を踏まえて計画区域を順次拡大していく。 

  

① 少子化の進行 

 ４市の３～５歳児の人口は、昭和５５年を１００（１９，６３０人）とすると、

平成１４年は６５（１２，７８９人）と３割以上減少している。また、４市の全

世帯に占める６歳未満児のいる世帯の割合は、１３．３％であり、また、その世

帯あたりの６歳未満児数の平均は１．３人と少ないことから、核家族化や幼児の

遊び相手が少ない状況が伺える。 

② 女性の就業率の増加 

保護者の就労形態が多様化する中、保護者の子育て支援や男女共同参画社会を

推進する上で、働きながら子どもが幼稚園教育を受けることができる制度整備の

充実が必要となっている。 

こうした中、４市における女性就業率は、全国平均の４６．２％を上回る５１．

９％と高く、働きながらも子どもが幼稚園教育を受けることができる制度整備の

充実がより必要な状況であることが伺える。 

③ 幼児虐待に関する相談の増加 

県児童相談所に寄せられる養護相談のうち、虐待に関する相談は平成１４年度

に１００件で、平成１０年度と比較すると約３．６倍に増えており、4 市におい

ても同様の傾向が見られ、保護者が子育てに対する不安を感じている状況が伺え

る。 

④ 保護者の２歳児就園ニーズ 

３歳未満児を持つ保護者の当該児の年度当初からの早期入園要望が高く、県内

私立幼稚園においては満３歳児の入園が増加している中で、満３歳に達する前に

入園を希望する保護者は４市の実施希望園において２００名以上おり、より早い

時期から子どもを幼稚園に通わせたいという保護者の要望がある。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義  

少子化、核家族化等を背景に、幼児の異年齢児との交流機会の減少、育児に不安を

抱く保護者の増加、保護者の就労形態の多様化等が進展する中、幼稚園が多様な役割

を果たすことが期待されている。 



こうした中、幼稚園が年度当初から３歳未満児を受け入れ、幼児教育の普及・拡大

を図ることにより幼児の成長や社会性の涵養を促すとともに、より早い時期から子ど

もを幼稚園に通わせたいという保護者の要望に応えることにより、男女共同参画社会

の実現を図る。 

さらに、当該事業を実施することで地域の活性化のみならず、将来全国的な構造改

革へと波及し得るものと期待される。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標   

①   核家族化に伴う家庭や地域の教育力の低下を幼稚園教育で補完しながら、幼稚

園という集団の中で異年齢児交流を通して幼児の成長や社会性を涵養する。  

②   年間を通じたカリキュラムを実践することにより、２歳児教育を充実させ、幼

稚園教育の充実・普及を図る。  

③   より早い時期から子どもを幼稚園に通わせたいという保護者の要望に応えるこ

とにより、子育て中の保護者の社会参加を促し、地域の活性化を図る。  

④   保護者の子育てへの不安や負担の解消を図るなど、幼稚園が持つ地域の幼児教

育センターとしての役割や機能の充実を図る。  

⑤   少子化が進行する中、将来的には設置者の意向を踏まえて、年度途中に満３歳

に達する幼児が、その年度当初から幼稚園に早期入園することにより、２歳児教

育を全県下に展開していく。  

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的・社会的効果  

①  幼児の社会性涵養の促進  

年度途中に満３歳に達する幼児を年度当初から受け入れることにより、就学前

教育の充実を図り、幼児の社会性の涵養が図られる。  

②  幼稚園教育の充実・普及  

年間を通じたカリキュラムにより、計画的な幼稚園教育を実践することで幼稚

園教育の充実・普及が図られる。  

③  男女共同参画社会の実現  

より早い時期から子どもを幼稚園に就園させたい保護者のニーズに対応するこ

とにより、子育てを行う保護者の社会参加を促し、男女共同参画社会の実現が期

待される。  

④  子育て支援  

幼稚園の持つ幼児教育センターとしての役割を活用することにより、保護者の

不安や負担の解消が図られる。  

⑤  園児数の増加  

    平成１６年１月始業日の実施希望園における満３歳児数は２３０人であり、年 

   度当初からの入園が可能となれば、早期入園を希望する保護者のニーズの高さか 

   ら、平成１６年度には、年度途中に満 3 歳に達する幼児の入園者数は７０人程度     

   増加し、３００人程度になることが見込まれる。  

⑥  地域経済の活性化  

年度途中に満３歳に達する幼児の年度当初からの入園が可能となり、保護者の

育児負担の軽減が図られ、男女共同参画が促進されることで、地域経済の活性化

が期待される。  

さらに、３歳未満児の入園が増加することにより、入園準備等に係る消費拡大

による地域経済の活性化も期待される。  
 



 

８ 特定事業の名称  

   三歳未満児に係る幼稚園入園事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連

する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める

事項  

① 私立幼稚園教育振興補助金 

コミュニティサポート促進事業 

家庭教育機能の向上支援、地域社会との連携、保育所・小学校との連携を促進

するための助成。 

② 預かり保育推進事業補助金 

通常の教育時間終了後も園児を幼稚園内で預かる「預かり保育」を実施する幼

稚園に対する助成。 

③ 年度途中に満３歳に達する幼児に係る年度当初からの幼稚園教育カリキュラム

の作成支援 

当該事業の実施を希望する幼稚園において、年度途中に満３歳児になる幼児の

年度当初からの早期入園に対応した年間カリキュラムの作成のための情報交換

の場を提供する。 

 



 

別紙（８０６） 

 

１ 特定事業の名称  

  ８０６ 三歳未満児に係る幼稚園入園事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  

  構造改革特別区域内の幼稚園 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日  

  構造改革特別区域計画の認定日以降 

 

４ 特定事業の内容  

  構造改革特別区域計画の認定日以降、当初は、準備の整った区域内の私立幼稚園（参

考資料１に記載）において、幼児が満３歳に達する年度の当初からの入園を可能とす

る。将来的には、各公私立幼稚園設置者の意向を踏まえて、対象園を追加していく。 

  

５ 当該規制の特例措置の内容  

  本県では、少子化に伴う幼児の遊び相手の減少や、核家族化等による地域や家庭の

教育力の低下が見られる中で、社会性の涵養が困難な地域の幼児が、幼稚園という計

画的に構成された環境の中で集団生活を体験することは、幼児の成長や社会性の涵養

を促す面で有効であると考える。 

  そこで、特例により幼稚園において幼児を満３歳に達する年度当初から受け入れる

ことで、幼児の社会性の涵養を促すとともに、家庭の教育力低下を補完することがで

きる。 

  ４市における幼児を取り巻く環境については、参考資料２以下のとおりであるが、

少子化等により幼児数が減少している中で世帯あたりの６歳未満児数の平均は１．３

人と少ないことから、同年代の兄弟姉妹も少ない状況が伺える。また、女性の就業率

は全国でも上位であり、保護者の３歳未満児の就園の要望がある地域である。これら

により、幼稚園への早期入園を認め、幼児の社会性の涵養を促すことが適当であると

考えられ、要件の適合性が認められると判断した。 

 


